
米軍無人機 MQ-9 の一時展開に関する住民説明会概要 

開催日時 令和４年６月３日(金) 18 時 30 分～21時 05 分 

開催場所 田崎地区学習センター 

出 席 者 
市内：41人、市外：２人 

※報道関係者除く 

質疑応答

の概要 

○ 米軍ではなく自衛隊による無人機の運用は検討したのか。 

→ 海上自衛隊においても無人機の導入は検討しているが、短期間のうちにできない

部分がある。そういった中で、まずは日米で連携して情報収集を強化していく。 

 

○ 自衛隊だけによる無人機の運用を将来的に考えているのか。 

→ 自衛隊による無人機の運用は進めていく。一方で、当面我々だけの努力で十分な

情報収集態勢を整えることは厳しいと考えるので、米国との協力が必要と考える。 

 

○ 無人機の指揮系統はどうなっているのか。鹿屋の自衛隊が関わることがあるの

か。 

→ 米軍は米国政府の指揮系統にあり、無人機も米国政府の指揮下にある。ただ無人

機が鹿屋航空基地に一時展開するのであれば、同基地を管理している海上自衛隊の

意向や管理を踏まえた上で米軍に運用してもらう。 

 

○ 今回の無人機の一時展開の説明は米軍がやることを説明しているだけなのか。 

→ 米国が希望しているからやるのではなく、日本政府としても防衛上必要性がある

と判断して無人機を配備することを考えている。 

 

○ 米兵による犯罪が多い。米軍の行動制限を行わない理由は。 

→ 米兵の教育や綱紀粛正を要請している。また在日米軍の勤務時間外の行動指針が

あるほか、米国政府は、日本に派遣される米兵に対し、大使館職員のように米国代

表として見られていると考えてふるまいなさいなどと教育している。今回の意見も

米軍に伝え、犯罪が起こらないように努める。 

 

○ MP（憲兵）は 24 時間体制で配備されるのか。 

→ MP（憲兵）が来日することは確認しており、24 時間対応するものと考える。 

 

○ 無人機の一時展開は１年限りと言っているが、２回目はないということで間違い

ないか。 

→ 一時展開期間が１年であることは日米両政府間で確認している。２回目、３回目

は考えていないし、計画もない。 

 

○ 今回の無人機一時展開の目標はあるのか。 

→ 任務の性格上、細部はなかなか申し上げられないが、海上自衛隊のＰ－１も活動

する中で、日米で連携して効率的に情報収集ができれば意味あることだと思うし、

日本の情報収集能力の向上という点で、無人機も含めた米軍の情報収集のノウハウ

を得られるようになれば意味あることだと考える。 

 

○ 沖縄の基地負担軽減はどうなっているのか？日本各地の基地化を進めているの

ではないか。 

→ 沖縄の基地負担軽減の取組については着実に進めている。一方で、安全保障環境

が厳しいために、必要な基地等を我が国の防衛のために整備している現状はある。

沖縄の基地負担軽減を口実にして各地の基地化を進めているとの指摘はあたらな

い。 

 



○ 米軍が事件を起こした際に、日本の法律で裁くことができるのか。 

→ 公務外の米軍関係者による事件・事故については、日本側による必要な捜査や裁

判が行われる。日本の警察が現行犯逮捕した際は、日本側にて身柄を拘束する。米

側で身柄を拘束されていたとしても凶悪な犯罪であれば起訴前に日本側に身柄を

移すよう運用を改善している。 

 

○ 今回の米軍の一時展開に伴う費用は日本が負担するのか。 

→ 米軍の費用負担である。 

 

○ なぜ基地周辺でしか説明会が開催されないのか。 

→ 基地周辺は騒音なども特にあり、基地問題に関心の高い方が多いのではないかと

考えて、５か所での開催を決定した。 

 

○ 協定は締結するのか。 

→ 鹿屋市が、協定は有効であると判断した場合は、防衛省としても協定を締結する

準備はある。 

 

○ 日米同盟より日中同盟を進めたほうがいいのではないか。 

→ ご意見は承ったが、政府の立場としては、我が国自身の努力と日米同盟が我が国

の安全保障政策の基本との認識。 

 

○ 無人機が墜落した際に、現地警察に捜査権はあるのか。 

→ 米軍航空機事故の現場についてはガイドライン（※）に基づき、米側と日本側の

共同で規制線を張って確保することとなっている。平成１６年の沖縄国際大学の墜

落事故以降にガイドライン（※）が策定され、その後改定もされており、日米間で

協力して対応する体制が整えられている。 

 ※日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故

に関するガイドライン 

 

○ 事件を犯した際に、日本人同様の罰則を受けるのか。 

→ 受ける。 

 

○ 現地連絡所の連絡先について誰が案内するのか。どこまで周知するのか。 

→ 防衛省から案内する。鹿屋市のホームページへの掲載や警察署にチラシを置くな

どできるだけ多くの方に周知するよう努力する。 

 

 


